
参考資料  

避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画) 

 
・現在関係課で調整しながら策定中ですが、次のとおり考えています。 

 
 ■避難行動要支援者の範囲 

避難行動要支援者とは、災害対策基本法において、要配慮者※のうち、災害が発生

し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、

その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人のことと規定されて

いる。本市において具体的には、次のいずれかに該当する人（居宅で生活する人に限

る。）とする。 

○ 介護保険の要介護３以上の認定を受けている人 

○ 身体障害者手帳１級・２級・３級(内部疾患)の交付を受けている人   

○ 療育手帳Ａ判定の交付を受けている人 

○ 精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている人 

○ 特別児童扶養手当の１級又は特別障害者手当を受けている人 

○ 障害支援区分５以上の認定を受けている人 

○ 難病患者のうち、特定疾患医療受給者であって重症認定を受けている人 

○ 難病患者のうち、小児慢性特定疾患医療受給者であって重症認定を受けている

人 

○ 高齢者のうち、本人等から申し出のあった人で、市長が避難支援等の必要を認

めた人 

○ 障がい者のうち、本人等から申し出のあった人で、市長が避難支援等の必要を

認めた人 

○ 妊婦又は産婦のうち、本人等から申し出のあった人（産婦については、生後2か

月までの児童がいる場合に限る。）で、市長が避難支援等の必要を認めた人 

○ 上記以外で、市長が避難支援等の必要を認めた人 

※要配慮者～災害対策基本法第8条第2項第15号の規定で、高齢者、障害者、

乳幼児その他の特に配慮を要する者と定義づけられている。 

 

■ 収集する避難行動要支援者情報 

収集する避難行動要支援者情報は、次のとおりとする。 

(１) 氏名  

(２) 生年月日 



(３) 性別  

(４) 住所又は居所  

(５) 電話番号その他の連絡先  

(６) 避難支援等を必要とする事由 （心身等の状況） 

(７) 緊急連絡先（同居か否かを含む） 

(８)平常時提供の同意・不同意 

(９) その他の特記事項 

(10)上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認めるもの 

市は、避難行動要支援者名簿の作成にあたり、避難行動要支援者に該当するものを

把握するため、関係部課で把握している情報を集約するよう努めるものとする。 

市は、住民の転入・転出、介護認定、身体障害者手帳等の事務を通じて避難行動要

支援者名簿を定期的に更新し、名簿情報を最新の状態に保つよう努めるものとする。 

 

■ 避難支援等関係者の範囲と情報提供 

市は、避難支援等関係者（災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、

避難支援等の実施に携わる関係者のことをいう。）に対し、避難行動要支援者名簿を

提供するものとする。ただし、平常時における提供については、本人の同意が得られ

ていない場合は、提供しないものとする。 

避難支援等関係者となるものは、次に掲げる団体及び個人とする。 

(１) 消防機関  （北広島市消防本部、北広島市消防署、北広島市消防団） 

(２) 警察機関  （北海道警察厚別警察署、北広島交番） 

(３) 民生委員  

(４) 社会福祉協議会  （北広島市社会福祉協議会） 

(５) 自主防災組織  

(６) 町内会・自治会 

(７) 地区社会福祉委員会 

(８) 上記に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの 

 

 


